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２カナダ 
カナダは連邦制をとっており、10 州と 3 準州からなる。カナダの憲法は、公有地ならび

にその⽴⽊および⽊材の管理・売却を州政府の権限であると定めている。各州政府は独⾃に
森林に関する政策と法令を策定し、森林経営のための⾏政機関を設⽴している。カナダの森
林経営や⽊材産業政策は州ごとに違いが⾒られる1。 

 
ブリティッシュ・コロンビア州（BC 州）は、⽊材⽣産量が最も⼤きい州であり、カナダ

全体の針葉樹の⽊材⽣産量の約 40％を占める。また、⽇本向けカナダ産⽊材製品の 75%以
上を担っており、今後も⽇本にとって最⼤のカナダ産⽊材の供給源であり続けると予想さ
れることから、本章では、BC 州に焦点を当て報告する。 

 

 BC 州の⽊材⽣産・流通の特徴 
２-１-１ ⽊材産業の概要 

⽊材産業は 100 年以上にわたって BC 州の経済において重要なセクターとなっている。
BC 州の原⽣林の⼤規模な商業伐採は、約 100 年前に南部と沿岸部で始まり、50 年前頃に
は中部と北部の内陸部において伐採が始まった。 

 
2020 年時点で、BC 州の⽊材産業は約 43,000 ⼈の雇⽤を創出し、2021 年の州の輸出額の

29 %を占め、州政府の歳⼊に年間 12 億 7,000 万ドル2貢献している3。先住⺠を含む多くの
コミュニティは、⽊材産業が⽣み出す雇⽤と収⼊に⼤きく依存している。 

 
BC 州の林業部⾨は、⽊材供給のためのアクセスが容易な森林の減少、伐採コストの上昇、

⼭⽕事や⾍害の森林リスク増加、⽼齢林の伐採や丸太・⽊質ペレットの輸出に対する市⺠社
会からの反対の⾼まりなど、多くの重⼤な課題に直⾯している。BC 州森林省（B.C.ʼs 
Ministry of Forests）は 2020 年に報告書「BC 州における森林政策の近代化（Modernizing 
Forest Policy in British Columbia）」4を発表し、これらの課題に取り組む計画の概要を⽰し
た。BC 州政府は、カナダの先住⺠の林業における機会拡⼤を含む森林部⾨への参加拡⼤、
環境保護の強化、経済発展と雇⽤創出を促進するための林業部⾨の活性化を意図している5。 
 

 森林資源  
BC 州は、カナダの最⻄端に位置する。総⾯積は 9,500 万 ha で、そのうち 3 分の 2 の約

6,000 万 ha が森林である。このうち、州政府は約 2,200 万 ha を林業⽤に割り当て、原⽣林

                                                       
1 安藤範親(2017) 「カナダの林業・⽊材産業の動向と⽊材利⽤拡⼤の取組み」 農林⾦融 2017・11 
2 通貨単位の数値は、特に明記されていない限り、すべてカナダドルで表記する 
3 MFLNRO (undated)2020 B.C. Forest Sector ‒ Statistics Summary. 
4 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/competitive-forest-industry 
5 B.C. Government（undated）Modernizing Forest Policy in British Columbia. 



4

の総⾯積の約 3 分の 1 を⽣産性の⾼い⼆次林に転換する⽅針である。森林伐採はほとんど
皆伐⽅式で⾏われる。皆伐後地には、植林、天然更新、前⽣樹による更新6、直播により、⽊
材⽣産を⽬的とした造林が⾏われる。林業は現在もほとんどが原⽣林で⾏われているが、沿
岸部では⼆次林も⼀部伐採されている7。

図 2.1 BC 州の気候区分⽣物分布図 
出典：Gorley et al. (2020)8 

沿岸温帯⾬林は、BC 州の海岸沿いに広がっており、その⾯積は約 760 万 ha に及ぶ（図
2.1）。沿岸部の温暖で湿潤な気候は、⾼い⽊材⽣産性を⽀えている。沿岸部の森林には、ウ
エスタンレッドシダー、ダグラスファー、ベイツガ、アマビリスファー、シトカスプルース
などの樹種が⽣育している。内陸部の森林には、ウエスタンレッドシダーやヘムロックなど、
沿岸部でもよく⾒られる樹種で構成された⽣産性の⾼い森林がみられる。

BC 州の林業地域は、⼀般的に「沿岸部」と「内陸部」に区別される。沿岸部では林業の
歴史が古く、再植林された樹⽊が伐採されている地域もある。沿岸部には価値の⾼い⽊材が
あるが、地形が⾮常に険しく、伐採コストも⾼い。内陸部は伐採の歴史が浅いが、現在は BC
州の主要⽊材⽣産地となり、2020 年の伐採量は沿岸部の約 2.8 倍であった（図 2.2）。内陸
部は、寒冷な気候で⽊の成⻑が遅いため、原⽣林のみが伐採されている。

6 前⽣樹による更新とは、伐採前に存在し、伐採後も残存している樹⽊による更新のことである。
7 B.C. Government (undated) Modernizing Forests.
8 Gorley, A and Merkel, G（2020）A New Future for Our Old Forests.A Strategic Review of How British Columbia Manages
for Old Forests Within its Ancient Ecosystems.
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図 2.2 2020 年の沿岸部と内陸部の伐採量と樹種の割合 
出典：Timber Tenure Branch, MOF (2021)9 

 

 ⽊材産業 
1) 丸太⽣産 

BC 州では約 2,500 万 ha の森林が合法的に伐採可能であり、毎年約 19 万 ha が伐採され
ている。2020 年の⽊材⽣産量は 5,180 万 m3 であった。BC 州の⽊材⽣産の 74%は内陸部
で、26%は沿岸部で⽣産される。BC 州では、外来種の産業⽤植林を許可していない。 

 
表 2.1 に、2019 年における⼟地所有形態別の利⽤可能な材積量を⽰す。州有地の利⽤可

能な材積量が州全体の 84％を占め、私有地が約 16%、連邦政府の⼟地は 1%未満であった。 
 

表 2.1 BC 州における⼟地所有別の利⽤可能材積量（m3）（2019 年） 
 州有地 私有地 連邦所有地 合計 

広葉樹  183,255 
(77%) 

 52,817 
 (22%) 

 1,378 
 (1%) 

 237,450 
 (100%) 

針葉樹  45,784,866 
 (84%) 

 8,521,504 
(16%) 

 169,520 
(0%) 

 54,475,890 
 (100%) 

出典：Canadiain Council of Forest Ministers (2022)10 

 
伐採は、主に 5 つの⼤⼿企業によって⾏われている。カナディアン・フォレスト・プロダ

クツ、ウェスト・フレーザー・ティンバー、インターナショナル・フォレスト・プロダクツ、
トルコ・インダストリーズ、ウェスタン・フォレスト・プロダクツの 5 社である。⼤⼿ 5 社
は伐採権（表 2.5 参照）の約 80％を保有している。しかし、カナダ先住⺠や地元コミュニ

                                                       
9 Timber Tenure Branch, MOF (2021) Presentation. FOR101 Series. 
10 Canadian Council of Forest Ministers（2022）Data, Harvest. National Forestry Database. 
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ティなどを含む、伐採権を保有し、伐採⾏っている⼩規模事業体も数多く存在する。

2) ⽊材製品11

2020 年、BC 州の⽊材加⼯業の総売上⾼は 145 億ドルに達し、そのうち 112 億ドルが輸
出による。総売り上げのうち、40 億ドルが紙・パルプの販売であった。その他製品には、
チップ、屋根板、単板、合板等が含まれる。

近年、⽊材製品の⽣産は全般的に減少している。2019 年から 2020 年にかけて、針葉樹製
材⽣産が 4％減、構造⽤パネル⽣産が 1.8％減、⽊材パルプ⽣産が 8.7％減であった。新聞⽤
紙（27％減）、印刷・筆記⽤紙（13.8％減）の⽣産も⼤きく減少した。これらの減少は、⽣
産コストの上昇と原料となる⽊質繊維の供給量の減少を反映している。

製材所は内陸部に位置する場合が多い。丸太のサイズが均⼀で、地形が平坦なこともあり、
⽣産コストが低い。⽅、沿岸部での伐採にはコストがかかるが、丸太の価値は⾼くなる。沿
岸部の残材は塩分を多く含むためペレットには向かないが、パルプには利⽤できる。

3) ⽊材製品の貿易状況12

(1) 輸出

BC 州は、カナダで針葉樹材の輸出が最⼤の州である。2020 年には BC 州はカナダの針
葉樹材輸出額の 54％を占め、54 億ドルに達しており、最⼤の輸出先は⽶国となっていた。
同年の BC 州のパルプと紙の輸出額は 34 億ドル、丸太の輸出額は 3 億ドルであった。丸太
の約 6 割が中国に輸出された。⽊質ペレットの輸出量は 2020 年に 24 億トンに達し、輸出
額は 4 億 2,600 万ドルであった。BC 州産の⽊質ペレットの最⼤の輸出先は英国で、2020 年
の輸出量の 53%を占め、次いで⽇本（26%）、オランダ（16%）であった。

2020 年、BC 州は、⾦額ベースでカナダの⽊材及び⽊材製品の⽶国向け輸出の 24％、中
国向け輸出の 67％、⽇本向け輸出の 78％を占めた。BC 州から⽇本への⽊材製品輸出は、
1990 年代半ばのピーク時から約 75％に減少した。2020 年には、BC 州の⽊材及び⽊材製品
輸出総額の 7%が⽇本向けとなっていた。このうち、57%は針葉樹製材、19%はパルプ、15%
はその他の⽊材製品、8%は丸太であった。

表 2.2 は、2010 年から 2020 年までの BC 州の⽊材製品の輸出額を輸出先別に⽰したもの
である。中国は、⽶国に次いで 2 番⽬に⼤きな市場に成⻑した。

11 本節のデータは MFLNRO (undated) 2020 Economic State of British Columbiaʼs Forest Sector.より引⽤。
12 本節のデータは MFLNRO (undated) 2020 Economic State of British Columbiaʼs Forest Sector.より引⽤。
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表 2.2 輸出国別の BC 州の⽊材製品輸出額（10 億⽶ドル） 
年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
⽶国 4.1 3.8 4.3 5 5.5 6.2 7.1 6.9 6.7 5.4 6.5 
中国 2.2 3.3 3.1 3.7 3.8 3.7 3.4 3.9 4.1 3.4 2.8 
⽇本 1.1 1.2 1.1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 1.2 0.8 
他 1.7 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.1 2.5 1.9 1.4 
合計 9.1 10 10.1 11.7 12.4 12.9 13.6 14.2 14.8 11.9 11.5 

出典：MFLNRO13 

(2) 輸⼊

2020 年の BC 州の他国からの輸⼊や他州からの取引を含む輸⼊額は 26 億ドルであった。
このうち、OSB、単板、合板、建材等の⽊材製品の輸⼊及び取引額は 15 億ドル、紙は 9 億
ドル、針葉樹材は 1 億ドルであった。

２-１-２ 関連する⾏政機関の概要
連邦政府 

憲法によって、天然資源に対する責任は連邦政府ではなく州政府に属することが規定さ
れる。しかし、森林資源が、国の経済、貿易、国際関係、国際条約、連邦が管轄する⼟地や
国⽴公園、先住⺠に関する合意に影響を与える場合、連邦政府が森林資源に関する⽴法責任
を負う。カナダの州政府は管轄の森林のほとんどに権限を持つが、林業経営においては連邦
法の効⼒も及ぶ。この連邦法には、連邦危急種法（Species at Risk Act）、連邦漁業法（Fisheries
Act）、連邦渡り⿃保全法（Migration Bird Conservation Act）、連邦植物保護法（Plant
Protection Act）が含まれる。林業施業や⽊材製品の輸出⼊は、⽣物多様性条約やワシント
ン 条 約 （ Convention on Internatinoal Trade in Endangered Species of Wild Flora and
Fauna:CITES）など、カナダが締結した国際協定の要件にも従わなければならない。

カナダの森林のうち、連邦政府と先住⺠が共同で所有する 4%は、主に連邦国⽴公園、連
邦国防総省（Department National Defense:DND）所有の⼟地、先住⺠のために保留されて
いる連邦政府の⼟地、または先住⺠が管理している⼟地にある。これらの⼟地における林業
事業の規制と管理は、DND、連邦パークスカナダ庁（Parks Canada）、連邦天然資源省
（Natural Resources Canada）、連邦先住⺠問題・北部開発省（Aboriginal Affairs and Northern
Development Canada）など、連邦政府のいくつかの部局が担当している。連邦政府は、⽊
材及び⽊材製品の輸出⼊を管理する責任も負っている。

13 MFLNRO (undated) 前掲
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 BC 州政府 
BC 州政府は、州内の森林所有制度を所管し、州有地と私有地における森林経営と伐採を

監督する。表 2.3 に関連する BC 州政府機関を⽰す。 
 

表 2.3 森林経営及び伐採に関する BC 州政府機関 
BC 州政府機関 役割/責任 

BC 州森林省本部 
（B.C.ʼs Minsitry of Forests 
Head office） 

州の森林政策と⾏政全般を所管 

BC 州森林省地⽅事務所 
（B.C.ʼs Ministry of Forests 
Regional office） 

森林経営と伐採に関する計画や許可証の承認 
コンプライアンスの管理と執⾏ 

BC 州森林省郡事務所 
（B.C.ʼs Ministry of Forests 
District office） 

森林経営と伐採に関する計画や許可証の承認 
コンプライアンスの管理と執⾏ 

BC 州⽊材販売局 
（BC Timber Sales） 

⼊札の管理 
⽊材のために割り当てられた⼟地の管理 

BC 州森林施業委員会 
（Forest Practices Board） 

BC 州森林放牧地施業法（Forest Range and Practices 
Act）及び BC 州⼭⽕事法（Wildfire Act）への対応 

BC 州森林所有権⽀所 
（Forest Tenure Branch） 

ツリーファームライセンス（Tree Farm License）の管
理 

BC 州⽊材価格⽀所 
（Timber Pricing Branch） 

⽊材の価格設定⽅針と⼿続き 

BC 州私有管理林地協議会 
（Private Manged Forest Land 
Council） 

私有管理林地計画の管理 

BC 州公園局 
（B.C. Parks） 

BC 州の公園・保護地域システムの管理 

 

1) BC 州森林省 
BC 州森林省は、州内の公有林14を所管する主要な州政府機関である。また、BC 州⼟地⽔

資源管理省（Ministry of Land Water and Resource Stewardship）は、州の⼟地利⽤政策と
計画、先住⺠グループとの調整・和解、⽔政策と戦略、⽣態系管理等を所管する15。これら
2 つの省は、2022 年 4 ⽉ 1 ⽇の省庁改編によって BC 州森林⼟地天然資源業務農村開発省
（Ministry of Forest Lands Natural Resource Operations and Rural Development）を分割し
て発⾜した 

 

                                                       
14 公有林には、連邦林および州有林が含まれる。 
15 BC Gov News (2022) New ministers appointed for land stewardship, municipal affairs. 
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BC 州森林省は、環境・経済・社会的に持続可能な形で、BC 州の森林資源を管理、利⽤、
保全することを⽬的とする16。同省には伐採に必要なライセンスを管理する森林所有権⽀所
（Forest Tenure Branch）や⽊材の価格設定⽅針と⼿続きを管理する州⽊材価格⽀所
（Timber Pricing Branch）がある。その他の関連機関として、⽊材販売局（BC Timber Sales）、
経済・貿易局（Economics and Trade）、コンプライアンス及び執⾏局（Compliance and 
Enforcement）などが挙げられる。 

 
⽊材販売局は、BC 州森林省の独⽴採算組織である。同局は 2003 年に設⽴され、州の年

間許容伐採量（Allowable Annual Cut: AAC）の約 20％を管理し、この⽊材を⼊札によって
伐採者、⽊材加⼯業者、その他の林業事業者に販売している。2003 年の設⽴以来、⼊札を
通じて 2 億 300 万 m3 以上の⽊材を売却してきた17。また、⽊材販売局は伐採地へアクセス
するための林道の建設と管理、伐採地の再植林、計画、開発、造林などの林業関連分野での
事業を管理している18。 

 

2) チーフフォレスター 
チーフフォレスターは副⼤⾂補佐として、州内の各⽊材を供給する地域及びツリーファ

ームライセンス（後述：表 2.5 参照）のための AAC を決定する責任を負う。また、政府及
び林業従事者に森林経営に関する指導と指⽰を提供する。チーフフォレスターは政治的プ
ロセスから独⽴しており、AAC を決定する際に BC 州森林省の指⽰は受けない。 

 

3) 地⽅・郡 
BC 州森林省は、⾏政上の観点から、BC 州を 3 つの地域（北部、南部、沿岸部）、8 地⽅、

23 郡に区分している。郡と地⽅事務所は実施を担当し、BC 州森林省本部は主に政策を担当
する。地⽅事務局⻑はコミュニティフォレスト協定（Community Forest Agreement）、先住
⺠ウッドランドライセンス（First Nations Woodland License）、森林ライセンス（Forest 
License）を承認する（後述：表 2.5 参照）。郡管理者は伐採許可や森林許可、森林経営計画
を承認している。図 2.3 は、BC 州における森林⾏政の地域、地⽅・郡を⽰す。 

 

                                                       
16 Government of British Columbia（2012）Timber Tenures in British Columbia: Managing Public Forests in the Public 
Interest. 
17 Timber Tenure Branch, MOF (2021) 前掲 
18 Government of British Columbia（undated）B.C. Timber Sales. 



10

図 2.3 BC 州における森林⾏政のための地⽅・郡の地図 
出典：MFLNRO (2020)19 

4) BC 州森林施業委員会（Forest Practices Board:BC 州 FPB）
BC 州には、森林施業を監督する独⽴した監視機関である BC 州 FPB がある。BC 州 FPB

は政府の司法部⾨の責任機関である。その運営は⾏政裁判法によって規定されている。BC
州 FPB は、BC 州森林放牧地施業法（Forest and Range Practices Act:BC 州 FRPA）及び BC
州⼭⽕事法（Wildfire Act）の遵守状況を確認するために、監査や調査を実施している。

5) BC 州森林専⾨家協会と登録専⾨家
2004 年、BC 州 FRPA が森林施業法に代わって、林業施業を管理する重要な法律となっ

た。これは林業⾏政に⼤きな影響を与えるもので、それまで政府職員が果たしていた管理責
任の⼀部を産業界に委譲した。

BC 州政府は、BC 州森林専⾨家協会（Association of B.C. Forest Profesionals）の細則、
⽅針、⼿順を通じて、専⾨家の参加と判断を重視し、説明責任を確保することを⽬指す。BC
州で林業作業に従事する登録専⾨家には、BC 州森林専⾨家協会に登録された林業家と技術

19 MFLNRO (2020) Natural Resource Regions and Districts.
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者、BC 州の専⾨技術者・地球科学者協会に登録されたエンジニア、専⾨⽣物学協会に登録
された⽣物学者が含まれる。

BC 州森林専⾨家協会は、BC 州の林業家と森林技術者の登録と管理を担う。登録制度の
対象は、森林インベントリ、分類、評価、鑑定、保全、保護、伐採、育林、樹⽊の修復、林
地、森林資源、森林の運搬システム、森林⽣態系の専⾨家である。

私有地における林業 
私有地での林業は、⼀般的に以下の 3 つの⽅式で管理される。第⼀に、BC 州森林省が発

⾏するライセンスや協定に基づき、私有林を公有林と⼀緒に管理することである。第⼆に、
森林所有者が BC 州私有管理林地協議会（Private Managed Forest Land Council）の管理す
る私有管理林地計画に参加することである。第三に、森林所有者がライセンスや協定、ある
いは私有管理林地計画の外で森林を伐採することである。

公園及び保護区 
BC 州の公園と保護地域のシステムは、BC 州環境気候変動戦略省（British Columbia

Ministry of Environment and Climate Change Strategy）の機関である BC 州公園局（B.C.
Parks）によって所有または管理されている。このシステムには、644 の州⽴公園、2 つのレ
クリエーション地域、156 の保護区、84 の保護区、148 の⽣態系保護区が含まれている。

森林の伐採段階における法令等 
２-２-１ 法令等の概要及び運⽤状況

BC 州の森林資源の伐採に関する法令を表 2.4 に⽰す。

表 2.4 森林資源の伐採に関する法令 

名称 詳細 

BC 州森林法20 
（Forest Act） 

森林の分類を規定 
年間許容伐採量（AAC）を規定 
伐採権の種類とその権利・義務について規定 
⽊材の検収、森林資源インベントリ、政府への⽀払い、道路と通⾏
権、海洋丸太の引き揚げに関する要件を規定 
BC 州産⽊材の BC 州内での加⼯及び適⽤除外について規定 
⽴⽊価格の評価過程を規定 
決定事項の⾒直しや不服申し⽴て及び罰則について規定 

20 https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96157_01
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名称 詳細 

BC 州森林放牧地施
業法21 
（Forest Range and 
Practices Act） 

森林計画、道路建設、⽊材伐採、再植林、家畜の放牧など、BC 州
の公有地における森林及び放牧地の活動の管理に関連 

BC 州私有管理林地
法22 
（Private Mangaed 
Forest Land Act） 

主要な公的環境価値の管理⽬標を設定し、私有管理林地の申請⼿続
き等を定め、コンプライアンスと執⾏の規定 

その他の関連する BC 州法：BC 州遺産保全法（Heritage Conservation Act）、BC 州統
合的病害⾍管理法（Integrated Pest Management Act）、BC 州⽔法（Water Act）、BC
州⼭⽕事法（Wildfire Act）、BC 州野⽣⽣物法（Wildlife Act）、BC 州先住⺠の権利に関
する宣⾔法（Declaration on the Rights of Indigenous People Act） 

関連する連邦法：連邦危急種法（Species at Risk Act）、連邦漁業法（Fisheries Act）、
連邦渡り⿃保全法（Migration Birds Conservation Act）、連邦植物保護法（Plant 
Protection Act） 

２-２-２ 伐採に関する許認可制度の状況及び許可書等の法令に基づく書類の
概要 

伐採権（Timber Tenures）及び AAC 等 
1) 伐採権

州有林の伐採は、伐採権がベースになる（私有地にも適⽤されることがある）。伐採権は、
企業、コミュニティ、または個⼈と BC 州政府との間の合意で、州政府が⽊材を伐採する権
利と条件を付与するものであり、BC 州森林法（Forest Act）によって規定される。伐採権
は、協定、ライセンスまたは許可の形態があり、それぞれに基づいて伐採の許可証が州政府
から発⾏される。いずれも法的拘束⼒があり、森林経営義務や⽴⽊価格を含む料⾦の⽀払い
などにより、契約者に⼀定期間にわたって公有林を利⽤する特定の権利を与える。表 2.5 に
BC 州における伐採権について⽰す。

21 https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_02069_01
22 https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/03080_01
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(1) 伐採権の有効期間

伐採権は種類も有効期間も様々である（表 2.5）。⼤規模な伐採権の多くは、林業会社が⻑
期的な⽊材供給をできるように、更新が可能なものとなっている。伐採のための林業ライセ
ンスのような更新ができないライセンスもある。更新が可能な伐採権は⼀般に 20 年〜25 年
の期間の範囲で更新できる。また 5 年〜10 年ごとに、政府の現⾏政策を反映させるため、
ライセンスの更新⾏われることがある。

(2) 材積及び区域ベースの伐採権

BC 州の伐採権は、材積ベース⼜は区域ベース（両⽅の場合もある）で発⾏される（表 2.5
参照）。材積ベースの伐採権は、「⽊材供給区域（Timber Supply Area: TSA）」と称される特
定の地域内で⼀定量の⽊材を伐採する権利をライセンス保有者に与えるもので、複数のラ
イセンス保有者が同⼀の管理区画で業務を実施できるようになっている。BC 州には 38 の
TSA が存在する（図 2.4）。

図 2.4  BC 州の TSA 
出典：Timber Tenures Branch, MOF (2021)24 

これに対して、区域ベースの伐採権は、特定の区域内で⽊材を伐採する独占的な権利をラ
イセンス保有者に与える。図 2.5 は、州内のすべての区域ベースの伐採権地図である。

24 Timber Tenures Branch, MOF (2021) 前掲
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区域ベースの伐採権では、複数の種類のライセンス保有者が存在することが可能である。
BC 州森林省は、元の保有者が義務を果たしていない場合、または森林が災害等で壊滅的な
影響を受け、BC 州森林省がその影響を受けた⽊の処理を事業者に依頼する場合に、追加の
ライセンスを発⾏することがある。

図 2.5 BC 州における区域ベースの伐採権 
出典：Timber Tenures Branch, MOF (2021)25 

BC 州における伐採の主要なライセンスは、⽊材ライセンス、ツリーファームライセンス、
森林ライセンス、⽊材販売ライセンス、伐採のための林業ライセンスである（表 2.5 参照）。
⼀般に、これらの主要なライセンスでは多量の伐採が可能とされ、計画作成、再植林、道路
建設などに関するより多くの義務も課せられる。上述した 5 つの⼤⼿企業は、合計で約 2,600
万 m3 の伐採権を保有している26。BC 州では、利⽤可能な森林のほぼすべてに伐採権が発⾏
されているため、今後、⼤規模な伐採権が発⾏されることはない。伐採権の変更は譲渡、分
割、統合の形で⾏われ、BC 州森林省の承認が必要である。

⼩規模な林業の機会を増やすため、ウッドロットライセンス、コミュニティフォレスト協
定、先住⺠ウッドランドライセンス等の⼩規模の区域を対象にした伐採権が発⾏されてい

25 Timber Tenures Branch, MOF (2021) 前掲
26 Bennet, N (2021) Talk of tenure take-back unnerves forest industry. Prince George Citizen.
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る（表 2.5 参照）。ウッドロットライセンスは、⼩規模の伐採権の中で最も古い制度で、ラ
イセンス保有者に対象とする区域内の州有材を管理、伐採する独占的な権利を与える。BC
州では、20ha 以上の森林を所有するウッドロットライセンス保有者が 2 万⼈以上いると推
定される27。コミュニティフォレスト協定は、コミュニティの利益のためにコミュニティが
管理する公有林に対して発⾏されるものである。 
 

2) AAC 
AAC は、特定の⼟地から 1 年間に伐採できる⽊材の上限を⽰す。各管理区画には個別の

AAC が割り当てられる。区域ベースの伐採権の AAC の決定は、特定の管理区画を対象と
している。⼀⽅、材積ベース伐採権の場合、AAC は各 TSA に対して決定され、通常、複数
のライセンスが含まれる。TSA の AAC が決定されると、BC 州森林省は、その地域内で⽊
材を伐採する権利を共有する様々な形態の保有者にその量を分配する。 

 

3) 伐採権と AAC に関する BC 州政府のウェブサイト 

(1) ツリーファームライセンスとパルプ材協定 

発⾏されたツリーファームライセンスと計画、及び地図情報及びパルプ材協定のライセ
ンス情報が、下記のウェブサイトで確認できる。 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/forest-tenures/timber-
harvesting-rights 

 
地域、ライセンス保有者及び保有者に割り当てられた AAC の情報が、下記のウェブサイ

トで確認できる。 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/forest-tenures/forest-tenure-

administration/apportionment-commitment-reports-aac/historical-apportionment-
commitment-reports#2022-23 

 

(2) ⽊材供給区域（TSA）における伐採権 

各 TSA 内の伐採権の種類と伐採権に割り当てられた AAC の情報は、下記のウェブサイ
トで確認できる。 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/forest-tenures/forest-tenure-
administration/apportionment-commitment-reports-aac/historical-apportionment-
commitment-reports#2022-23 

 
 
 

                                                       
27 Federation of B.C. Woodlot Associations (2020) About woodlots. 
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(3) ウッドロットライセンス、コミュニティフォレスト協定、先住⺠ウッドランドラ
イセンス

ウッドロットライセンス、コミュニティフォレスト協定、先住⺠ウッドランドライセンス
のライセンス保有者、AAC 及び⾯積の情報が記載されたリストが、下記のウェブサイトか
ら得られる。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/forest-tenures/forest-tenure-
administration/apportionment-commitment-reports-aac 

伐採に関する規則 
1) ⽊材供給源

BC 州の伐採の約 90％は公有林で⾏われ、年間平均 184,000ha が伐採され、約 6,500 万
m3 の⽊材が⽣産される。さらに、BC 州には約 100 万 ha の私有林があり、そのうち年間約
9,000ha が伐採され、約 800 万 m3 の⽊材が⽣産される。私有林のほとんどは、バンクーバ
ー島南東部とクートニー地⽅に分布する28。

BC 州森林省は、伐採権への AAC の配分に関する報告書を発⾏している。2022 年 3 ⽉ 3
⽇現在、割り当てられた AAC が最も⼤きな伐採権の形態は、森林ライセンス（44%）、⽊材
販売ライセンス及び伐採のための林業ライセンス（19%）、ツリーファームライセンス（19%）、
森林ライセンス（12%）、先住⺠ウッドランドライセンス（4%）となっている29。

2) 州有地における伐採規則
森林経営活動には、BC 州遺産保全法（Heritage Conservation Act）、BC 州統合的病害⾍

管理法（Integrated Pest Management Act）、BC 州⽔法（Water Act）、BC 州⼭⽕事法、BC
州野⽣⽣物法（Wildlife Act）、BC 州先住⺠の権利に関する宣⾔法（Declaration on theRights
of Indegenous People Act）など多数の州法が適⽤される。伐採作業は、連邦危急種法や連
邦漁業法等の連邦法にも準拠しなければならない。

(1) 森林インベントリ

BC 州森林法は、区域に基づいて発⾏されたライセンス保有者に対し、⽊材、⼟壌、地形、
⽔資源、⿂類、野⽣⽣物、⽣態系、レクリエーション資源に関する正確なインベントリを作
成することを義務付けている。インベントリはチーフフォレスターに提出され、事業者は 10
年ごとに⾒直す必要がある。

28 MFLNRO (undated)(2020) B.C. Forest Sector ‒ Statistics Summary.
29 MFLNRO (2022) Appointment System. Provincial Summary Report.
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(2) BC 州 FRPA と関連規則

BC 州政府は資源価値を保護する⽬的で BC 州 FRPA を制定した。BC 州 FRPA は、⽣物
多様性、⽂化遺産、⿂類／⽔辺、飼料と関連植物群、レクリエーション、資源の特徴、⼟壌、
⽊材、⽔質、野⽣⽣物という 11 の保護すべき資源価値を定め、これらの資源価値を保護す
るため、森林や放牧地を利⽤するライセンス保有者の活動について規制する。BC 州 FRPA
は、すべての公有林と放牧地30、BC 州森林法（Forest Act）または BC 州放牧地法（Range
Act）に基づく協定を持つ企業と個⼈に適⽤される。同法は、ウッドロットライセンスとツ
リーファームライセンスが発⾏されている私有地にも適⽤される。

BC 州森林計画施業規則、BC 州林地計画施業規則、BC 州放牧地計画施業規則は、公有地
における森林及び放牧地ライセンス保有者の施業を管理する主要な規則である。BC 州森林
計画施業規則は、森林経営に関して⽊材権利保有者が作成する計画の内容や施業要件を規
定している。

BC 州 FRPA では、伐採権保有者は伐採後に再植林することを義務付け、20 年以内に達
成すべき最低樹⾼、密度、樹種などの条件が設定されている。これらの基準を満たした再植
林地は、放置しても成⻑する状態「Free growing」として宣⾔される。Free growing と宣⾔
されると、伐採権保有者の管理義務は完了し、森林の管理責任は BC 州政府に戻る。

森林経営計画（forest stewardship plans: FSP）
BC 州 FRPA により、主要な⽊材ライセンス保有者と BC 州⽊材販売局は、伐採の前に、

森林価値の保全⽅法と伐採予定地を地図上に⽰した森林経営計画を策定し、承認を受けな
ければならない。FSP の有効期間は 5 年である。

FSP が承認されると、BC 州 FRPA によりライセンス保有者は、伐採、道路建設、育林活
動が提案されている地域の現場計画を作成するよう求められる。現場計画では、伐採区画や
道路のおおよその位置が特定される。

ウッドロットライセンス計画
BC 州 FRPA により、ウッドロットライセンスの保有者にウッドロットライセンス計画を

作成しなければならない。ウッドロットライセンス計画には、伐採と道路建設が予定されて
いる地域が含まれる。⽊材伐採や道路建設が始まる前に、計画の承認を得なければならない。
計画の期間は 10 年である。

森林施業図
2019 年の BC 州森林放牧地施業改正法により、BC 州では森林施業図が伐採許可や道路

許可を得るための必須条件となった。BC 州政府は平均して 1 年間に 5,000 から 7,000 件の

30 放牧地とは、家畜や野⽣動物が⾷べる植⽣を⽀える⼟地で、⾃然の⽣態系として管理されている。
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伐採許可や道路許可の申請を扱っている。森林施業図には、計画された伐採区画や道路のお
およその位置が⽰されている。 

 
その他、公有地での伐採作業に関するガイダンス 
チーフフォレスターは、郡管理者に、⾃然資源地域における資源管理の課題を概説した

FRPA 公報（FRPA Bulletin）を作成するよう要請した。この⽂書は、従うべき最も良い森
林経営の慣⾏を明らかにし、特別な注意を必要とする資源価値の懸念を強調するものであ
る。 

 
さらに、FRPA 公報は、事業者に対して計画策定についてガイダンスを提供する。具体的

には、FRPA とその規則の適⽤、FSP やウッドロットライセンス計画の作成、特定の計画や
報告プロセスについてガイダンスを提供している。BC 州 FRPA 公報は、下記のウェブサイ
トから閲覧できる。 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/laws-
policies-standards-guidance/legislation-regulation/forest-range-practices-act/resource-
values 

 

3) 私有地における伐採規則 
私有地で⽊材伐採を⾏う場合には、⼟地所有者は、市や郡の条例及び関連する州法と連邦

法に従う必要がある。 
 
私有林がツリーファームライセンス、ウッドロットライセンス、コミュニティフォレスト

協定、先住⺠ウッドランドライセンスの下で公有林と⼀緒に管理されている場合、⽊材伐採
は AAC と BC 州 FRPA に従う必要がある。⼀⽅、森林所有者が BC 州私有管理林地協議会
の管理する私有管理林地計画に参加している場合、林業作業は BC 州私有管理林地法
（Private Managed Forest Land Act）に従わなければならない。同法は、主要な公共環境価
値の管理⽬標及び私有管理林地の申請⼿続き等を定め、コンプライアンスと執⾏に関する
規定を設けている。 

 

 環境、社会及びその他の関連要求事項 
BC 州の林業部⾨においては、先住⺠の森林部⾨への参加拡⼤、森林を取り巻く環境のリ

スクの増⼤、原⽣林の伐採等への国⺠の関⼼が⾼まっている社会背景がある。ここでは、関
連する事項について記載した。 

 

1) 先住⺠との協議 
19 世紀に制定された連邦インディアン法（Indian Act）は、先住⺠31の権利を規定する中

                                                       
31 カナダには、60 万⼈以上の先住⺠が存在し、先住⺠を代表する 364 のグループがある。 
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⼼的な法律である。州政府及び連邦政府は、その⾏動や決定が先住⺠の権利、⼟地、伝統的
な⼟地利⽤、利益に⼲渉する恐れがある場合、先住⺠と協議する法的義務がある。BC 州で
は先住⺠が所有権を主張する⼟地が広範囲に及ぶため、州有地や資源に関する政府の決定
のほとんどに協議義務が発⽣する。先住権が認められている先住⺠は、⼟地利⽤について独
占的決定権を有する32。

林業会社は先住⺠の権利を侵害する可能性のある⾏為が⾏われる前に、先住⺠と協議し
なければならない。これには、FSP も含まれる。また、FSPを政府に提出し承認を得る前に、
ライセンス保有者は同計画を公開することが義務付けられる。

2) 環境に関する規制
BC 州 FRPA の下、政府は FSP に⽣物多様性、⽂化遺産、飼料、⿂類、レクリエーショ

ン、資源特性、⼟壌、⽊材、⽔、野⽣⽣物といった森林の機能について⽬標を定めている。

BC 州環境管理法（Environmental Management Act:BC 州 EMA）は、BC 州の環境保護
と管理を規定するもう⼀つの重要な法律である。BC 州 EMA は、環境保護官やその他の政
府執⾏官が事業者のコンプライアンスを確認し、違反があった際の強制措置を取るための
権限を定める。さらに、BC 州 EMA は、廃棄物処理に関する実施規範や許可証について規
定している。規制される活動には、パルプや紙の⽣産、製材所の業務が含まれる。

(1) ⽼齢林の保護

⽼齢林は⼀般的に、沿岸部では樹齢 250 年以上、内陸部では樹齢 140 年以上と定義され
ている。BC 州の森林の 23%にあたる約 1,370 万 ha が⽼齢林に該当する。その内、約 1,000
万 ha の⽼齢林は何らかの形で保護されているが、残りの約 370 万 ha は伐採可能である。

何らかの形で保護された⽼齢林は、すでに発⾏された伐採権の対象とする森林とで⼀部
重複が⾒られる。州政府は、⽼齢林を保護するために、最も危機に瀕していると考えられる
260 万 ha の⽼齢林の伐採を延期している。ただし、伐採延期措置は永久的な保護を与える
ものではなく、⼀定期間伐採を延期するものである。伐採が延期された地域のリストは、下
記のウェブサイトから閲覧できる。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/managing-our-forest-
resources/old-growth-forests/deferral-areas

伐採延期の地域は、BC 州のオンラインビューアである iMapBC33を使って⾒ることもで
きる。iMapBC では、レイヤーを追加し、カスタマイズした地図を作成することができる。

32 2014 年、カナダ最⾼裁の判決（Tsilhqotʼin First Nation aboriginal title decision in 2014）によって、BC 州の 1700 平
⽅キロメートル以上の⼟地に対する先住⺠の所有権の宣⾔が認められた。
33 https://maps.gov.bc.ca/ess/hm/imap4m/
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利⽤可能なレイヤーは、FSP、進⾏中・保留⼜は伐採が完了した区画と伐採のライセンス、
提案された森林施業図、⼟地所有権、外来種、病害⾍、⼭⽕事、⽼齢林地域などが含まれる。

(2) 特別樹⽊の保護

BC 州政府は、特別樹⽊保護規則（Special Tree Protection Regulation）のもと、例外的に
⼤きな樹⽊ 1,500 本（特別樹⽊）を保護することを⽬指している34。ライセンス保有者は政
府から提供された情報を基に、特別樹⽊を報告する必要がある。林業作業の責任者は、作業
によって特別樹⽊が伐採されたり、損傷したりされないよう確認しなければならない35。

3) 年間リース料⾦及び使⽤料
BC 州森林法では、森林ライセンス、⽊材ライセンス、ツリーファームライセンス、コミ

ュニティフォレスト協定、先住⺠ウッドランドライセンス、ウッドロットライセンス、補⾜
的森林ライセンス（表 2.5 参照）に基づいて発⾏された伐採許可証（付属資料 3）、パルプ
材協定に基づいて発⾏された伐採するための林業許可証の保有者に対して、政府への年間
リース料⾦の⽀払いを義務付けている。BC 州森林利⽤規則（Provincial Forest Use
Regulation）に基づき発⾏された特別利⽤許可証の保有者は、BC 州財務管理法（Financial
Administratin Act）に基づき⼿数料を課される。

4) ⽴⽊価格、輸出⼿数料、税⾦
⽴⽊価格は、企業や個⼈が BC 州の州有地から⽊材伐採を⾏う際に⽀払う料⾦である。州

有地から⽊材を伐採、購⼊、販売する企業は、⽊材量を確実に報告する必要がある。⽴⽊価
格は、報告された⽊材量、樹種、等級に応じて請求される。

輸出⼿数料は、⽊材または残材が、BC 州製造⽊材及び⽊材製品規則（Manufactured Forest
Product Regulation）による⼯場残材の輸出規制が適⽤除外される条件下で輸出される場合
にかかる。⼀⽅、運材税は、BC 州の私有地または州有地での伐採事業から収⼊を得るすべ
ての事業体に適⽤される。これは、⽊材、⽴⽊及び⽊材製品の伐採権の販売、丸太の配送、
丸太の取得、⽴⽊からの⽟切り、丸太の輸出⼊、⽊材製品（Forest Product）及び丸太の輸
送から得られる収⼊に適⽤される。

２-２-３ 伐採の合法性が確認できる書類（証明システム）の事例及びその発⾏
条件 

コンプライアンスと法執⾏
1) BC 州森林省

34 Government of British Columbia (2020) News Release, September 11.
35 Government of British Columbia (undasted) Special Tree Protection Regulation ‒ Q&A.
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BC 州森林省には、BC 州コンプライアンス・執⾏局（Compliance and Enforcement Branch:
BC 州 CEB）がある。BC 州森林法、BC 州 FRPA、BC 州⼭⽕事、BC 州⼟地法（Land Act）、
BC 州⽔法、BC 州遺産保全法などの規制要件の遵守状況を判断するための検査を実施する。 

2) BC 州 CEB
伐採権については、BC 州 CEB の天然資源担当官（Nautral Resources Officers）と⾃然保

護官（Conservation officers）によってコンプライアンスに係る検査と調査が⾏われている。
天然資源担当官は、主に伐採権のある地域のコンプライアンスと執⾏を担当し、⾃然保護官
は主に伐採権のない公有林のコンプライアンスと執⾏を担当する。先住⺠の問題に関わる
調査は、BC 州 CEB の先住⺠関係／修復公正担当官（Indigenous Relations / Restorative
Justice Officer）が⾏う。

コンプライアンス違反に対しては、正式な警告、違反切符、作業停⽌命令、差し押さえ、
罰⾦を含む⾏政罰、法廷での起訴が適⽤される。差し押さえられた⽊材は、裁判所や法で定
められた職員による決定後に BC 州 CEB が売却できる。

BC 州 CEB は、2021 年 4 ⽉からの⼀年間に、3,520 件の伐採地の検査パトロールの実施
及び 566 件の違反切符、作業停⽌命令、差し押さえなどの強制的な執⾏を報告した36。同期
間中、天然資源担当官は 678 件の検査と現場訪問を実施した。

BC 州 CEB はまた、⼀般市⺠や他の政府機関が違反の疑いを報告するために利⽤できる
「⾃然資源違反報告（National Resource Violation Reporting）」システムも管理している。
2021 年には、森林経営における違反の疑いが 556 件、⾃然資源違反報告を通じて報告され
たと記録されている。

3) BC 州森林施業委員会（Forest Practices Board:BC 州 FPB）
BC 州 FPB は約 11 名の専⾨スタッフで構成され、監査チームと調査チームの 2 つのユニ

ットをから構成される。森林施業を監督する独⽴した監視機関である BC 州 FPB の役割は
以下の通りである。
 森林施業の要求事項の遵守と実施について、委員会が無作為に選んだ林業会社を監

査する。
 政府による森林施業要件の施⾏を監査する。
 森林計画や施業、政府の取締りに関する市⺠からの懸念や苦情に対応する。
 林業の重要課題に関する特別調査を実施する。

また、企業や免許取得者、政府機関に対する監査機能を有している。これには、BC 州⽊

36 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/natural-resource-stewardship/natural-resource-law-
enforcement/natural-resource-officers/compliance-reports
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材販売局と BC 州 CEB に対する監査が含まれる。特別調査に基づいて勧告を⾏うことがで
きるが、強制⼒はない。

4) 森林不服申し⽴て審査会（Forest Appeals Comission:）
森林不服申し⽴て審査会は、⽊材関連事業が森林や環境に関連する政府当局の決定に対

する不服申し⽴てを⾏う独⽴法廷である。

5) BC 州財務省
森林収⼊監査プログラム（Forest Revenue Audit Programme）は、BC 州森林法に基づき

2006 年 3 ⽉ 30 ⽇に設⽴された。このプログラムにより、BC 州財務省（Ministry of Finance）
は検査や監査を実施し、過少申告や未報告の⽴⽊価格を評価することができるようになっ
た。2021 年 11 ⽉ 25 ⽇に BC 州森林法が改正され、BC 州財務省に輸出⼿数料を監査する
権限が付与された。伐採契約を結んでいる企業や個⼈、または BC 州の州有地から⽊材を売
買している企業は、監査を受ける可能性がある。監査とは、⽊材量が正しく報告されている
か、伐採税や輸出⼿数料が正しく⽀払われているかを確認する調査である。

監査のプロセスには、聞き取り、企業の内部⼿順や実務の調査、州有材の伐採、購⼊、販
売に関連する帳簿や記録の確認が含まれる。⽴⽊価格の過少申告や未報告が発覚した場合、
利息や罰則が適⽤されることがある37。

⽊材の流通段階における法令等 
２-３-１ 法令等の概要及び運⽤状況

⽊材及び⽊材製品の輸送及び加⼯に関する法令 
1) ⽊材及び⽊材製品の輸送・加⼯に関する法令の概要

表 2.6 に⽊材及び⽊材製品の輸送・加⼯に関する法令を⽰す。

表 2.6 ⽊材及び⽊材製品の輸送・加⼯に関する法令 

法令 概要 

BC 州森林法 
（第 6 編）  ⽊材の検収に関する要件について規定

BC 州検収規則 
（Scaling 
Regulaiton） 

 ⽊材の検収に関する⼿続き、違反に対する罰則などを規定

37 Governmenr of British Columbia (undated) Audits for stumpage and export fees.
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法令 概要 

BC 州⽊材検収マニュ
アル 
（Timber Scaling 
Manual） 

 ⽊材のマーキング（Timber marking）と表⽰（Branding）の⼿順・
様式及び樹種、等級付け、不良品、材積計算、検収ツール、⽂書
化と報告などに関するガイダンスを提供 

 

2) ⽊材・⽊材製品の輸送 

(1) 丸太の検収 

BC 州では、公有地及び私有地から伐採される⽊材はすべて検収が必要とされ、BC 州森
林法第 6 編と BC 州検収規則によって定められている。これらの法令は、連邦政府の管轄下
にある⼟地で伐採された⽊材には適⽤されない。検収から得られるデータは、BC 州森林省
が⽴⽊価格の決定や伐採量の計算に使⽤する。 

 
伐採権の保有者は検収に対して責任を負う。伐採権の保有者は、⽊材ができるだけ早く、

検収⽤に指定された場所で、不備なくかつ正確に検収され、検収申告書（Scale return）が
確実に提出されるよう責任を負う。検収は、BC 州森林省からライセンスを受けた検収者に
よって⾏われる38。 

 
BC 州森林法と BC 州検収規則によれば、ライセンスを受けた検収者が年間 500m3 以上の

⽊材を検収する場合、検収データを伐採課⾦システム（Harvest Billing System）に提出する
必要がある。伐採課⾦システムは、BC 州森林省の検収データ管理及び請求書発⾏システム
である。年間 500m3 未満の伐採許可を受けた者は、指定する⽤紙に伐採情報を⼿書きで記
録することができる。 

 
BC 州⽊材検収マニュアル39は、⽊材の検収⽅法を説明する。検収⽅法には、丸太や⽊材

の検収、材積・等級の決定、トラックに積載された⽊材の重量検収⽅法が含まれる。 
 
BC 州森林法では、検収に携わる者は、検収結果を検収申告書の様式で提出する責任を負

っている。２種類の書類（①検収申告書及び検収申告書の作成に使⽤する書類（検収記録（ま
たは詳細な丸太リスト）、重量伝票、課⾦の根拠となるその他の⽂書）、②検収データ管理及
び検収管理を⽰す書類）がある。 

 
上記に記した検収に係る申告、作成に使⽤する書類及び管理書類には、以下のようなもの

がある。 

                                                       
38 MFLNRO (2018) Scaling Requirements in British Columbia. 
39 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/competitive-forest-industry/timber-pricing/timber-
scaling/timber-scaling-manual 
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付属資料 4 は、①の書類に含まれる、出来⾼詳細丸太リスト（Piece scale detailed log listing）
の様式を⽰す。出来⾼詳細丸太リスト及び海洋漂流物詳細丸太リスト（Beachcomb piece
scale detailed log listing）は、同じ様式を⽤いる。付属資料 5 には、特別⽊材及び⽊材製品
申告及び輸送書（Special Forest Products Scale Return and Transportation Document）に⽤
いる様式を⽰す。特別⽊材及び⽊材製品とは、薪、鉱⼭⽤材、杭、柱などである。

検収サイトでは、3 つの⽂書：重量伝票（Weigh slip）（付属資料 6）、重量検収安全シー
ト（Weight Scale Safety Sheet）（付属資料 7）、重量検収⽇次監査記録（Weight Scale Daily
Audit Log）（付属資料 8）を記⼊する必要がある。すべての様式は、BC 州のウェブサイト
40から⼊⼿できる。

現場台帳（Site Ledger）は、検収場に搬送された及び検収場から輸送されたすべての丸太
または積荷を記録する⽂書である。台帳には積荷番号、⽊材マーク（Timber mark）、検収
情報が記載され、検収場の運営者の署名がなされなければならない。現場台帳である検収場
⼊荷台帳（Scale Site Arrival Ledger）及び検収場出荷台帳（Scale Site Departure Ledger）の
様式をそれぞれ付属資料 9 及び 10 に⽰す。

検収後、検収者は検収されたことを⽰すため、各丸太に検収者タグ（Scalerʼs Raft Tag）
（付属資料 11）を付けなければならない。

(2) ⽊材の輸送

⽊材マーキング及び輸送規則（Timber Marking and Transportation Regulation）は、検収
されていない全ての丸太を、指定された検収場所まで輸送することを義務付け、輸送する全
ての丸太に⽊材検収済み表⽰（Scaled Timber Brand）を記載しなければならないとしてい
る。BC 州森林省により⽊材検収済み表⽰証明書（Certificate of Scaled Timber Brand）が発
⾏される（付属資料 12）。

検 収 さ れた⽊ 材 ま たは検 収 さ れてい な い ⽊材の 輸 送 には、 積 荷 明細伝 票 （ Load
Description Slip）（付属資料 13）の使⽤が義務付けられている。この伝票は伐採現場から検
収場所までの輸送中及び検収後の輸送中に添付しなければならない。積荷明細伝票は輸送
⽊材の原産地（または検収場所）及びその⽬的地について説明する。

(3) ⽊材のマーキング（Timbrer marking）

BC 州森林法の規定により、⽊材に⽊材マークを付けない限り、州有地・私有地のいずれ
からも⽊材を搬出することができない。これは、⽴⽊価格の⽀払いが必要かどうかに関係な

40 https://www.for.gov.bc.ca/pscripts/ISB/FORMS/forms.asp
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く、適⽤される。 
 
全ての⽊材は、伐採現場において、伐採後、速やかに⽬⽴つようなマークを付けなければ

ならない。⽊材マークは、BC 州森林省が⽊材所有者または伐採許可証の保有者に対して発
⾏するものである。⽊材マークは、⽂字や数字、記号で構成され、丸太の端にスタンプされ
たり、書かれたりする。登録されたマークは、対象とする⼟地に対し、1 つだけ発⾏される。
各年、州の⽊材伐採には、約 40,000 の有効な⽊材マークが伐採時に記されている。 

 
⽊材マークにより、⽊材伐採に際しての伐採権を識別することができる。この情報は、原

産地の特定、⽊材マーク保有者（Mark holder）の特定、製材しない⽊材を州から輸出する
可否の特定、⼿数料の⽀払いの可否の特定を⾏う際に利⽤される。⽊材マークは所有権を証
明するものとみなされる。 

 
⽊材マーク、⽊材検収済み表⽰、海洋丸太表⽰（Marine Log Brands）に関する権限とそ

の使⽤責任は、BC 州森林法第 5 編に定められている。⽊材マーキング及び輸送に関する規
則は、⽊材にどのようにマーク（Mark）や表⽰（Brand）を付けるかを規定している。 

 
海洋丸太表⽰は、海上輸送される⽊材のためのものである。表⽰の主な⽬的は、所有者が

沿岸海域で失われた⽊材を識別し、回収できるようにすることである。海洋丸太表⽰は、⽊
材が検収されたこと、そして誰がその⽊材を所有しているかを⽰す。この表⽰には検収場所
の情報はなく、その使⽤は任意である。 

 

２-３-２ ⽊材の流通・合法性の確保に関する法令 
 ⽊材及び⽊材製品の輸送・加⼯の合法性を確認するための監督・

管理措置のシステム 
BC 州森林省の郡・地⽅及び本部のスタッフは、検収要件を評価することに対して共同責

任を負う。コンプライアンスの確認には、現地調査、検収結果やレポートの確認などが含ま
れる。積荷明細伝票により、森林経営官は輸送中の⽊材の動きを監視することができる。 

 
⽊材が製材所に搬⼊されると、BC 州森林省の管轄ではなくなる。製材所の設⽴と操業に

は BC 州森林省の許可は必要ない。製材所の活動に関して管轄権を有する政府機関は BC 州
労働安全委員会（WorkSafe BC）となる。 
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２-３-３ ⽊材及び⽊材製品を輸⼊・輸出する際の法令・証明システムの概要及
び事例 
 ⽊材及び⽊材製品の貿易に関する法令 

1) ⽊材及び⽊材製品の貿易に関する法令の概要 
表 2.7 にて、⽊材及び⽊材製品の取引に関する法令を⽰す。 
これらの法令のうち、カナダ連邦関税法と連邦野⽣動植物保護及び国際・州間取引規制に

関 す る 法 （ Wild Animal and Plant Ptotection and Regulation of International and 
Interprovincial Trade Act：連邦 WAPPRITTA）は、他国の法律を遵守することなく⼊⼿、
流通、輸送された⽊材及び⽊材製品をカナダに輸⼊することを違法としているが、合法性確
認に関するデュー・デリジェンスは規定されていない。 

 
表 2.7 ⽊材及び⽊材製品の取引に関する法令 
法令 概要  

連邦野⽣動植物保護及び国際・州間取引規制に
関する法（WAPPRITTA) 

 ⽊材及び⽊材製品の輸⼊と州境を越
えた取引を規定 

連邦関税法 
（Custom Act） 

 カナダへの商品の輸⼊を規制し、カナ
ダから輸出される商品の報告義務を
規定 

D-02-12: ⽶国本⼟以外のすべての地域を原産
地とする⾮加⼯⽊材及びその他の⽊材製品、⽵
及び⽵製品に関する植物検疫上の輸⼊要件 

 植物検疫の輸⼊要件を規定（⽶国はこ
の要件から除外） 

BC 州森林法 
（Forest Act） 

 州内で伐採された州有・私有⽊材及び
その残材の BC 州内で使⽤、または州
内での⽊材製品の製造について規定 

輸出者向け通知 102 
（Notice to Exporters 102） 

 BC 州内で加⼯される丸太の要件の免
除を規定 

 

2) 輸⼊に関する法令 
カナダからの⽊材及び⽊材製品の輸⼊を規制する主な法律は、カナダ連邦関税法と連邦

WAPPRITTA 及び植物防疫法である。 
連邦 WAPPRITTA は、他国の法律を遵守することなく⼊⼿、流通、輸送された⽊材及び

⽊材製品をカナダに輸⼊することを違法としている。連邦 WAPPRIITA は同様に、州法や
規則に違反して⼊⼿、流通、輸送された⽊材及び⽊材製品の、カナダ国内の州を越えての取
引を違法としているが、合法性確認に関するデュー・デリジェンスは規定されていない。ま
た、連邦 WAPPRITTA は、カナダが CITES を国内で執⾏・管理するための法律でもある。 
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3) 輸出に関する法令 
カナダからの⽊材及び⽊材製品の輸出を規制する主な法律は、カナダ連邦関税法と連邦

WAPPRIITA である。すべての輸出事業者は、カナダ歳⼊庁（Canada Revenue Agency）か
ら輸出⼊に指定されたビジネス番号アカウントを取得しなければならない41。輸出事業者は、
すべての輸出記録を電⼦媒体または紙媒体で 6 年間保管しなければならない。 

 
丸太は制限付き製品扱いとなる。丸太を輸出するためには、輸出事業者は輸出申告書

（Export Declaration）と連邦輸出丸太許可証（Federal Export Permit for Logs）（付属資料
14）に記⼊し、印刷したものを連邦輸出丸太許可証に指定された場所でカナダ国境サービス
庁（Canada Border Service Agency）に提⽰する必要がある。連邦輸出丸太許可証は、州有
地から丸太を輸出する場合及び 1906 年 3 ⽉ 12 ⽇以前に付与された私有地から伐採した⽊
材を輸出する場合に必要となる。 

 
カナダ産の⽊材及び⽊材製品を輸出する際には、表 2.8 に記載された植物検疫の法令及び

ガイダンスが適⽤される。植物検疫証明書の例を付属資料 15 に⽰す。 
 

表 2.8 ⽊材及び⽊材製品輸出のための植物検疫に関する法令及びガイダンス 
法令及びガイダンス 概要 
技術的熱処理ガイドライン
と運転条件マニュアル 

 熱処理室の運転条件と熱処理プログラムに加わるため
の技術的な要件 

EU 向けシダー⽊材及び⽊
材製品輸出のための樹⽪除
去・地⾍⽳対策プログラム 

 EU がカナダ産シダーの輸⼊に要求する認証プログラム 

カナダ熱処理⽊材製品認証
プログラム（CHTWPCP) 

 害⾍や病原体の移動を防ぐために、⼊国時に熱処理を必
要とする国へ⽊材製品を輸出する企業に対する公的な
認証 

カナダ⽊材梱包材認証プロ
グラム（CWPCP) 

 国 際 植 物 防 疫 条 約 （ International Plant Protection 
Convention）のガイドラインに沿って⽊材梱包製品を
製造するカナダ国内の施設の認証 

輸出及び再輸出のための植
物検疫証明書の発⾏に関す
る⽅針 

 輸出及び再輸出のための植物検疫証明書の作成と発⾏
に関するカナダ⾷品検査庁（Canadian Food Inspection 
Agency）の⽅針 

中国向け無処理カナダ産針
葉樹丸太の輸出における植
物検疫証明要件 

 製材や丸太を含む松材（マツ属の樹種）に対する追加要
件（2021 年 10 ⽉に中国が発表したマツノザイセンチュ
ウ（Bursaphelenchus xylophilus）に関する緊急措置を
受けて設定された）、 

カナダ産燃料⽤⽊材及びト
ウヒ丸太に関する⽶国の要
求事項 

 ⽶国がカナダ産燃料⽤⽊材に対して課す植物検疫の要
求事項 

                                                       
41 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/registering-your-business/register.html 
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BC 州森林法では、州内で伐採された州有・私有⽊材と⼯場残材を BC 州内で使⽤するか、

州内で⽊材製品に製造することを義務付けている。⽊材製品は、BC 州製造⽊材及び⽊材製
品規則で規定されている42。BC 州森林法は、BC 州の製造⼯場で必要とされていない丸太や
⼯場残材の輸出を許可するために、この規則の適⽤除外を認めている。⼯場残材とは、チッ
プ、端材、削りくず、おがくずなどを指す。 

 

(1) ⼯場残材の輸出プロセス 

⼯場残材の輸出に関する適⽤除外を受けるには、適⽤除外の必要性を説明する申請書を
提出する必要がある43。適⽤除外は、⼯場残材が BC 州内の⽊材加⼯施設の需要に対して余
剰であると考えられる場合にのみ許可される。 

 

(2) 丸太輸出のためのプロセス 

BC 州からの丸太の輸出は通達で規制されており、海外での販売を⽬的とした丸太はすべ
て余剰テストを受けなければならないと規定されている。 

 
丸太の輸出は、カナダ国内の他州への輸送は 2 段階、国外への輸出は 3 段階のプロセス

で⾏われる。第⼀段階は、BC 州で伐採された⽊材を使⽤または加⼯するという要件の免除
を得ることである。BC 州から丸太を輸出したい企業は、丸太免除情報システム（Log 
Exemption Information System:LEXIS）を使って免除を申請することができる。申請書に記
載しなければならない情報は、⽊材マーク、本数、樹種、等級、材積などである。このシス
テムは、⽊材マークが申請地域で有効かどうかを確認する。⽊材所有者または代理⼈が丸太
の免除を申請すると、丸太に関する情報が週間の広告リストにオンラインで掲載される44。
当該の丸太は 2 週の間広告（「余剰テスト」）に掲載され、国内事業者の必要性に余剰がある
かどうかが決定される。国内の製材事業者は、広告された丸太の購⼊を申し出ることができ
る。申し出がない場合、広告された丸太は⾃動的に余剰とみなされる。特定の地域において
は、⼀部またはすべての丸太は余剰テストを受ける必要がない。現在、このような免除地域
は①ナス、②北⻄海岸、③カシア、④北⻄内地、⑤ハイダグワイ、⑥ソロの 6 か所である。
各免除地域の詳細は、BC 州のウェブサイト45で閲覧できる。 

 
第⼆のステップは、BC 州政府の許可証の申請である。免除が承認された後、申請者は丸

                                                       
42 https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/240_2003 
43 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/farming-natural-resources-and-industry/forestry/log-
exports/fs418r_20220216.pdf 
44 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/competitive-forest-industry/log-exports/bi-weekly-
advertising-lists 
45 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/competitive-forest-industry/log-exports/step-1-
exemption/blanket-exemptions 
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太を輸出するための BC 州丸太輸出許可証（Provincial Timber Permit to Transport 
Unmanfactured Timber from B.C.）を申請することができ、加⼯の代わりに料⾦の⽀払を要
求される。BC 州政府の許可申請は、LEXIS を通してオンラインで⾏うが、内陸部の特別な
状況下では、紙の申請書を使⽤することもある46。BC 州森林省によって承認されると、LEXIS
は申請者に許可証の PDF コピーを提供する。BC 州丸太輸出許可証の様式を付属資料 16 に
⽰す。 

 
第三のステップは、連邦輸出丸太許可証（Federal Export Permit）を申請することである。 
 

(3) 輸出に必要な書類 

⽊材と⽊材製品の輸出に必要な書類を表 2.9 に⽰す。 
 

表 2.9 ⽊材及び⽊材製品を輸出する際に法的に必要な書類  

⽂書名 概要 発⾏機関  

輸出申告書 
（Export Declaration） 

 輸出品について記載し
た申告書 

 輸出事業者（通関業者
など第三者に委任が可
能） 

原産地証明書 
（Certificat of Origin） 

 カナダ原産であること
を⽰す署名⼊りの申告
書 

 ⾮優遇証明書は、カナ
ダ商⼯会議所から⼊⼿
可能 

植物検疫証明書 
（Phytosanitary 
Certificate） 

 製品が植物検疫の処置
を受けていることを⽰
す 

 カナダ⾷品検査庁 
 （Canadian Food 

Inspection Agency） 
梱包リスト 
（Packing list）（付属資料
18） 

 委託貨物の内容を記す  輸出事業者 

CITES 許可証 
（CITES Permits） 

 CITES 規制対象樹種に
必要 

 カナダ環境・気候変動
省 

 （Environment and 
Climate Change 
Canada） 

船荷証券 
（Bill of lading）（付属資料
19）。 

 輸送貨物の種類、数量、
⽬的地などを詳細に記
載した⽂書 

 運送業者または代理店 

商業送り状 
（Commercial invoice）
（付属資料 17） 

 商品の詳細と請求⾦額
を記載  輸出事業者 

                                                       
46 https://www.for.gov.bc.ca/isb/forms/lib/FS38.PDF 
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丸太の輸出 

BC 州輸出許可証 
（Provincial export 
permit） 

 BC 州からの丸太の輸
出に必要 

 BC 州森林省 
 

連邦輸出許可証 
（Federal export permit） 

 カナダからの丸太の輸
出に必要 

 カナダ・グローバル連
携省 

 （Global Affairs 
Canada） 

 

 その他関連情報 
２-４-１ 森林認証の状況 

カナダでは持続可能な森林経営に関する 3 つの認証制度が使われている。カナダ規格協
会（Canadian Standards Association （CAN/CSA Z809）：CSA）、持続可能な林業イニシア
チブ・プログラム（Sustainably Forestry Initiative Program：SFI）、森林管理協議会（Forest 
Stewardship Council: FSC）による認証制度である。CSA と SFI は、森林認証制度相互承認
プログラム（Programme for the Endorsement of Forest Certifcaiton Schemes: PEFC）によ
って相互承認されている。CSA プログラムは、PEFC の国際的な CoC 規格を採⽤している。
FSC には、カナダ・ボレアル、ブリティッシュ・コロンビア、マリタイムズの 3 つの地域シ
ステムがあり、いずれも FSC インターナショナルから認定されている。 

 
連邦政府は森林認証制度に強い⽀持を表明している。CSA、SFI、FSC を、持続可能な森

林経営に関する国内及び国際協定に合致し、利益のバランスが取れており、客観的かつ科学
的で、実施可能かつ実⽤的であるという基準を満たしているとカナダ森林⼤⾂会議
（Canadian Council of Forest Ministers）は認めている47。 

 
カナダ⽊材及び⽊材製品協会（Forest Products Association of Canada）は、3 つの認証制

度で認証された地域を⽰した地図を作成した（図 2.6）。SFI が BC 州の認証林のほとんどを
占めている。 

                                                       
47 Canadian Council of Forest Ministers (undated) Environmental Leadership. 
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図 2.6 BC 州の森林認証地図 
 
2021 年末時点で認証を受けている BC 州の森林⾯積は約 4,060 万 ha である。このうち、

約 106 万 ha は複数の認証制度で認証されている48。認証された総⾯積は、BC 州の総森林⾯
積の約 68％、⽣産林州有地の 82％を占めている。 

 

２-４-２ 違法伐採に関する関連情報 
 コンプライアンスレベル 

BC 州林業部⾨のコンプライアンスレベルに関する包括的な最新の統計はないが、BC 州
CEB、BC 州 FPB や研究機関がコンプライアンスについて調査結果を公表している。 

 
BC 州 FRPA、BC 州遺産保護法、BC 州⽔法、BC 州⼟地法、BC 州⼭⽕事法に関する森

林分野のコンプライアンス状況について BC 州 CEB が調査した結果、数年にわたって約

                                                       
48 Forest Products Association of Canada (2021) Forest Management Certification in Canada, 2020 Year End Status 
Report Canada. 
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60％、2021 年度は 62％という結果であった。また、BC 州 CEB は、過去 12 年間、⽊材伐
採に関して⼀般市⺠から約 1,800 件の苦情を受けた。調査の結果、1,000 件以上に対して罰
則が課され、BC 州森林省への聞き取りでは、違反切符の総額は 17 万 5 千ドル、罰⾦の総
額は 200 万ドル以上となっていた。 

 
BC 州 FPB による認可取得者や企業に対する監査では、コンプライアンスの改善が必要

であることが⽰された。しかし、監査は BC 州 FRPA と BC 州⼭⽕事法のコンプライアン
スに限定されているため、BC 州森林法で規制されている伐採権については、監査の対象外
である。BC 州 FPB は、監査を受けた認可取得者が、勧告を通常受け⼊れていることから、
BC 州の⽊材業界では全体的にコンプライアンスレベルが⾼く、認可取得者が法令を遵守す
ることを望んでいると結論付けている。 

 
最近のいくつかの調査では、BC 州の林業におけるコンプライアンスは⾼いと結論づけて

いる。世界的な森林部⾨のコンサルティング会社であるInduforによる2016年の調査では、
BC 州には野⽣⽣物の⽣息地、⽔質、公共と先住⺠の関与に関する要件を含む、持続可能な
森林経営の要素に関連する⾮常に厳しい法律と施⾏があると結論づけている。NEPCon 
(2017) 49は、適⽤法令の違反は⼀時的かつ稀で影響が限定的であること、そして関連当局に
よって効果的に管理されていることから、カナダは違法伐採⽊材のリスクは低いと結論付
けた。2020 年に発表されたブリティッシュ・コロンビア⼤学の研究では、BC 州の環境、社
会、経済のニーズを満たすための法律及び森林経営体制は、持続可能な森林経営の点におい
て他の管轄区と⽐べ、上位にランクされていると結論づけている50。 

 

 無許可の伐採 
BC 州 CEB 職員及びブリティッシュ・コロンビア⼤学研究者にインタビューを実施した。

２-４-２-２の内容は、すべてインタビューで得られた情報である。 
 
BC 州 CEB 職員及びブリティッシュ・コロンビア⼤学研究者によると、BC 州における無

許可の伐採リスクは低いものの⼀部で確認されている。無許可の伐採には 2 つのタイプが
ある。第⼀には、伐採権保有者が意図的あるいは⾮意図的に許可された伐採区画の外で伐採
を⾏った場合である。第⼆のタイプとして、個⼈またはグループが⽊材マークを付けずに伐
採し、密輸する場合である。⽊材の密輸は、個体群密度が⾼く、商業的に価値のある⾮常に
⼤きな⽊が存在する沿岸部でより顕著に起こる。最も多く密輸される樹種は、⽼齢⽊のダグ
ラスファー、シダー、ビッグリーフメープルである。内陸部で最も多く違法に伐採されてい
るのは、ダグラスファー、BC 州内の内陸湿地帯のシダー、トウヒ、マツ類、カラマツ類で
ある。 

 

                                                       
49 NEPCon (2017) The methodology used for and the full findings of the assessment are discussed in the assessment report. 
50 Gilani, Haris R., and John L. Innes (2020)."The State of British Columbia's Forests:A Global Comparison". 
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BC 州 FRPA では、州の州有地で違法伐採が⾏われた場合、罰則として最⾼ 100 万ドルの
罰⾦と 3 年の禁固刑、またはその両⽅を科す。BC 州森林省の報告によると、2021 年まで
の 10 年間で、無許可で州有材を持ち出したり、伐採したりした者に対して 728 件の罰則を
科した。罰⾦の総額は 50 万ドル以上であり、平均して約 700 ドルの罰⾦ということになる。
密輸を抑⽌するには罰則が低すぎるという指摘がある。また、BC 州森林省は、報告された
⽊材密輸のすべてのケースに対応できるほど⼗分な天然資源担当官を抱えているわけでは
ない。

密輸材には⽊材マークが付かないため、それを受け⼊れると製材所が⼤きな罰則を受け
る。このため、輸出向けの⽊材製品に密輸材が混⼊する可能性は低いと考えている。

２-４-３ その他
BC 州の課題 

BC 州の⽊材産業が直⾯する問題は、伐採作業からもたらされる年間⽊材供給量の減少が
続いていることである。2004 年から 2020 年の間に州内では約 100 の製材所が閉鎖され、
⽣産能⼒の余剰により、今後も閉鎖が予想される51。近年の⽊材供給量の減少の理由のひと
つは、過去における過剰な伐採である。特に内陸部では、アクセス可能な原⽣林の多くがす
でに伐採され、その代わりに植林された新しい森林は⽐較的若く、何年も伐採できる状態に
ならないため、⽊材の供給量が減少している。その他、アメリカマツノキクイムシ（Mountain
pine beetle）や⼭⽕事による被害、森林保護に対する国⺠の関⼼の⾼まりなども、⽊材の伐
採量減少の原因となっている。また、政府が進めている先住⺠族との和解政策も、⽊材供給
に影響を与えている可能性がある。

1) 森林被害
BC 州の森林⽣態系に⽣息するアメリカマツノキクイムシは、北⽶⻄部の温暖化により⽣

息域が拡⼤したようである。1990 年代から 2000 年代にかけて BC 州で起きたアメリカマ
ツノキクイムシの⼤発⽣は、夏と冬に好天が続いたことが理由と考えられている。1,800 万
ha 以上の森林が何らかの影響を受け、2012 年までに商品価値のあるマツ材の約 53%が失
われた。政府は AAC を増やして⽊の搬出を許可することで対応した52。その結果、数年間
は⽊質繊維の供給が急増し、その後、継続的に供給が減少していった。結果として、内陸部
の多くの製材所が閉鎖されて加⼯の集中化がおこり、製材所までの丸太の輸送距離が⻑く
なっている。

気候温暖化とも関連する⼭⽕事による森林の年間被害⾯積の増加も、BC 州の将来の⽊材
供給に対する脅威となっている。2017 年、2018 年、2021 年の BC 州の⼭⽕事は、観測史

51 Parfitt, B. (2020). British Columbia's Largest Raw Log Exports Make Pitch to Deregulate.
52 Government of Canada (2021) Mountain Pine Beetle - Fact Sheet.
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上最悪のものであった。2021 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2022 年 3 ⽉ 28 ⽇までに、1,642 件の⼭⽕事
により BC 州で 869,279ha の森林が⽕災にあった53。 

 

2) 森林保護への社会的関⼼の⾼まり 
⽊質繊維の供給が減少しているもう⼀つの理由は、森林保護、特に⽼齢林の保護に対する

国⺠の関⼼が⾼まっていることである。BC 州の⾃然公園や保護区の総⾯積は国⼟の 12％
に達し、今後さらに多くの森林が保護下に置かれることになりそうである。 

 
2019 年、政府は州全体を対象とした⽼齢林戦略的レビュー（Old Growth Strategic Review）

を打ち出した。この戦略的レビューによると、BC 州における⽼齢林の管理⽅法は結果とし
て、⽣物多様性の危機、不確実性や利害衝突による経済的利益に対する危機、森林経営シス
テムへの広範な信頼⽋如をもたらしたと報告されている。この戦略的レビューにおいては、
先住⺠との関わりを深め、⽣態系の健全性と⽣物多様性の保全に基づく⽼齢林管理の新た
なアプローチを⽀持する 14 の提⾔がなされた。政府はこれらの提⾔の実施に取り組むこと
を表明した。 

 
戦略的レビューの提⾔の 1 つは、不可逆的な⽣物多様性の損失に陥る短期的かつ⾼度な

危険にさらされた⽣態系からなる⽼齢林の伐採を延期するというものであった。この提⾔
を受けて、BC 州政府は、最も希少でリスクの⾼い⽼齢林での伐採を⼀時的に停⽌し、その
間に⻑期的な保護策を講じることを約束した。これらの⼀時的な措置である執⾏延期が検
討されている地域は合計 260 万 ha で、そのうち約 5 万 ha は伐採が許可ないし計画されて
いる地域と重なっている。これらの執⾏延期と、⽼齢林を保護下に置くよう政府に求める市
⺠からのさらなる圧⼒により、BC 州における将来の⽊材供給は減少する可能性がある。 

 

 ⽊質繊維の活⽤を取り巻く地域課題 
BC 州の林業部⾨が直⾯するもう⼀つの課題は、州の森林から伐採された⽊質繊維を地域

経済のためにいかに有効活⽤するかということである。⼀般市⺠、NGO、労働組合、地⽅
⾃治体など幅広い団体／組織は、⽊質ペレットの製造に使われたり、加⼯されずに丸太とし
て輸出される⽊材の量が増えていることを懸念している。 

 
⽊質ペレットの製造は、アメリカマツノキクイムシの蔓延地域で枯死した⽊材を利⽤す

ることで、BC 州の⽊材産業を維持する⽅法と考えられていた。しかし、BC 州の⽊質ペレ
ット産業については、①追加雇⽤をほとんど⽣み出さないこと、②所有権が集中しているこ
と、③⼯場残材だけでなく丸太を使うことで森林減少を助⻑すること、④森林規制当局とペ
レット産業が不適切な関係にあること、などの批判がある54。 

 
                                                       

53 Government of B.C. (undated) Wildfire Season Summary. 
54 Hunter, J. (2022). Sold as green energy, B.C.'s wood pellet industry under fire. 
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カナダ⽊質ペレット協会（Wood Pellet Assocation of Canada）は、このような批判に対抗
するための調査結果を報告した。その調査によると、ペレット⽤の⽊質繊維の 85％は製材
所や関連産業の副産物からで、残りの 15％は低⽊の粉砕や低品質の丸太に由来するもので
あることが判明した。この調査では、BC 州で⽣産されるペレットのほぼすべてが持続可能
なバイオマス・プログラムの認定を受けており、扱われる⽊質繊維は独⽴した認定管理計画
を有する森林からのものであることが指摘された。また、規模は⼩さいが、バイオマス産業
は BC 州の森林部⾨の⻑期的な成功に重要な役割を果たしていると結論づけた55。 

 
また、BC 州からの丸太輸出の急増にも国⺠の不満が表われている。沿岸部からの丸太輸

出は 1998 年から 2017 年にかけて総伐採量の 1%から約 30%に増加した56。⺠営の製材所、
地域コミュニティ、労働組合、環境 NGO は、丸太の輸出が地域の経済機会や雇⽤の喪失を
招いていることに懸念を表明している。この懸念の背景には、⽊材加⼯⼯場の閉鎖により多
くの地⽅都市が被った経済不況がある57。BC 州における林業部⾨の労働⼈⼝は、20 年間で
91,000 ⼈から 49,000 ⼈未満に減少した58。BC 州森林省の⽂書では、産業活性化のために
BC 州内での製材加⼯を増やすことが求められている59。 

 

 付属資料 
付属資料 1：森林ライセンス 
付属資料 2：ウッドロットライセンス 
付属資料 3：森林ライセンスに基づいて発⾏された伐採許可証 
付属資料 4：出来⾼詳細丸太リスト 
付属資料 5：特別⽊材及び⽊材製品申告及び輸送書 
付属資料 6：重量伝票 
付属資料 7：重量検収安全シート 
付属資料 8：重量検収⽇次監査記録 
付属資料 9：検収場⼊荷台帳 
付属資料 10：検収場出荷台帳 
付属資料 11：検収者タグ 
付属資料 12：⽊材検収済み表⽰証明書 
付属資料 13：積荷明細伝票 
付属資料 14：連邦輸出丸太許可書 

                                                       
55 Bull, G., Bennett, B., Thrower, J., and L. Williams (2022) Wood Pellets in B.C.: Woody biomass used in the industry. 
56 MFLNRO (2019) Rebuilding B.C.ʼs Coast Forest Sector: Keeping the Wealth in B.C. 
57 CCPA（2017 年 2 ⽉ 27 ⽇）. BC 州政府は⽣⽊の輸出を抑制し、付加価値の⾼い林業の雇⽤を促進する時期に来てい
ると、労働組合や環境団体が述べている。https://policyalternatives.ca/newsroom/news-releases/it%E2%80%99s-time-
bc-government-curb-raw-log-exports-and-boost-value-added-forestry 
58 CCPA (2021) Itʼs time for the B.C. government to curb raw log exports and boost value added forestry jobs, say unions 
and environmental groups. 
59 MFLNRO(2019) 前掲 



39 
 

付属資料 15：植物検疫証明書 
付属資料 16：BC 州輸出丸太許可証 
付属資料 17：商業送り状 
付属資料 18：梱包リスト 
付属資料 19：船荷証券 

  



40 
 

付属資料 1：森林ライセンス 

 



41 
 

付属資料 2：ウッドロットライセンス 

 
  



42 
 

付属資料 3：森林ライセンスに基づいて発⾏された伐採許可証 
 



43 
 

付属資料 4：出来⾼詳細丸太リスト 

 
  



44 
 

付属資料 5：特別⽊材及び⽊材製品申告及び輸送書 
 

  



45 
 

付属資料 6：重量伝票 

 
  



46 
 

付属資料 7：重量検収安全シート 

 
  



47 
 

付属資料 8：重量検収⽇次監査記録 

 
  



48 
 

付属資料 9：検収場⼊荷台帳 

 
  



49 
 

付属資料 10：検収場出荷台帳 

 
  



50 
 

付属資料 11：検収者タグ 

 
  



51

付属資料 12：⽊材検収済み表⽰証明書 



52 
 

付属資料 13：積荷明細伝票 

 
  



53 
 

付属資料 14：連邦輸出丸太許可書 

 
  



54 
 

付属資料 15：植物検疫証明書 

 
  



55 
 

付属資料 16：BC 州輸出丸太許可証 

 
  



56 
 

付属資料 17：商業送り状 

 



57 
 

付属資料 18：梱包リスト 

 
  



58 
 

付属資料 19：船荷証券 

 
  




